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項目 技術基準告示等 機構仕様書 大臣認定 JIS・JAS 備　　考

構造用合板

平13国交告第1540号 第2の2の(1)(3)
平13国交告第1540号 第4の6
平13国交告第1540号 第7の8
平13国交告第1541号 第1の表の(1)(2)
平13国交告第1541号 第1の表の1の2の
(1)(2)(3)

4.2.2.1
接合具との組み合わせ
による壁倍率

JAS233　特類、1類
継手（本ざね）加工は
COFI,APA,日合連で定め
るもの

構造用パネル（ＯＳＢ）

平13国交告第1540号 第2の2の(1)(3)
平13国交告第1540号 第4の6
平13国交告第1540号 第7の8
平13国交告第1541号 第1の表の(1)
平13国交告第1541号 第1の表の1の2の(2)

4.2.2.1
接合具との組み合わせ
による壁倍率

JAS360　1級～4級

パーティクルボ－ド

平13国交告第1540号 第2の2の(1)
平13国交告第1540号 第4の6
平13国交告第1540号 第7の8
平13国交告第1541号 第1の表の(1)
平13国交告第1541号 第1の表の1の2の(2)

4.2.2.3
接合具との組み合わせ
による壁倍率

JIS A 5908　18ﾀｲﾌﾟ、
13ﾀｲﾌﾟ、24-10ﾀｲﾌﾟ、
17.5-10.5ﾀｲﾌﾟ、30-15
ﾀｲﾌﾟ

ミディアムデンシティーファイバー
ボード（MDF)

平13国交告第1540号 第2の2の(1)
平13国交告第1541号 第1の表の1の2の(4)

4.2.2.2
接合具との組み合わせ
による壁倍率

JIS A 5905

ハードボード
平13国交告第1540号 第2の2の(1)
平13国交告第1541号 第1の表の1の2の(3)

4.2.2.2
JIS A 5905　35ﾀｲﾌﾟ、
45ﾀｲﾌﾟ

硬質木片セメント板

平13国交告第1540号 第2の2の(1)(3)
平13国交告第1540号 第4の6
平13国交告第1540号 第7の8
平13国交告第1541号 第1の表の1の2の(3)

4.2.2.2 JIS A 5417

フレキシブル板
平13国交告第1540号 第2の2の(1)
平13国交告第1541号 第1の表の1の2の(4)

JIS A 5430

パルプセメント板
平13国交告第1540号 第2の2の(1)
平13国交告第1541号 第1の表の1の2の(4)

接合具との組み合わせ
による壁倍率

シージングボード
平13国交告第1540号 第2の2の(1)
平13国交告第1541号 第1の表の1の2の(6)

4.2.2.2 JIS A 5905

火山性ガラス質複層板（VSボード） 平13国交告第1540号 第2の2の(1)(3) 4.2.2.2 JIS A 5440　HⅢ

せっこうボード 平13国交告第1540号 第2の2の(2) 4.2.2.2
接合具との組み合わせ
による壁倍率

JIS A 6901

面材とは、床材、壁材または屋根下地材で、枠組にくぎ打ちする下張り材を意味し、枠組材と一体となって、面内せん断力、面外曲げ、衝撃力等に抵抗する重要な役割をは
たす材料。

＊機構仕様書欄の番号は（独）住宅金融支援機構監修（（財）住宅金融普及協会発行）の枠組壁工法住宅工事仕様書　平成19年改訂（全国版）の章、節等の番号を示す。


